
① 区役所・出張所・連絡所へ、ご自身の情報をご提供ください。

② 避難前にお住まいの県や市町村からさまざまなお知らせを
お届けできるようになります。

注：これまで避難者カード、市施設外避難者カードで登録された方は、新たに登録の必要
はありません。

② お知らせ

・見舞金等の各種給付の連絡
・国民健康保険証の再発行
・税や保険料の減免・猶予・期限延長等の通知 など

市内に避難されている皆様へのお願い（避難者カードの提出）市内に避難されている皆様へのお願い（避難者カードの提出）

① 提供していただく情報

・ 氏名、生年月日、性別など
・ 避難前の住所
・ 避難先（避難所、個人宅等）の情報
注：本人確認のため、運転免許証、健

康保険証などご用意ください。
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【全国避難者情報システム】

平成23年４月２２日
から

受付開始


